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別府大学大学院学則別府大学大学院学則別府大学大学院学則別府大学大学院学則 

 

第１章第１章第１章第１章                        総総総総                            則則則則 

 

第１節第１節第１節第１節                        目目目目                            的的的的 

 

      ((((目目目目        的的的的)))) 

第１条  この学則は、別府大学学則第３条により、別府大学（以下「本学」という。）に設置す

る大学院について必要な事項を定める。 

 

第２条  本学大学院は、「真理はわれらを自由にする」という建学精神を基礎に、学術的な理論

及び応用を教授研究し、広い領域の学問的視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における

研究能力又は高度の専門性を養い、文化の進展に寄与することを目的とする。 

 ２ 前項の目的を達成するため、次の目標をかかげ教育研究活動を推進する。 

   一 創造性豊かな優れた研究・開発能力を持つ研究者等を育成する。 

  二 高度な専門知識と能力を持った職業人として社会の発展を担う人材を育成する。 

  三 国際的視野に立って教育研究交流をすすめるとともに、国際社会で活躍できる能力を 

   持った人材を育成する。 

  四 地域にある大学院として特色ある教育研究活動を推進する。 

  五 社会の多様なニーズに応える生涯学習の場として教育研究活動を推進する。 

 

  （自己評価等）（自己評価等）（自己評価等）（自己評価等） 

第３条  本学大学院は、その教育研究水準の向上を図り、本学大学院の目的及び社会的使命を達

成するため、本学大学院における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行う。 

  ２  前項の点検及び評価に関して必要な事項は別に定める。 

 

                               第２節第２節第２節第２節                    組組組組                                織織織織 

 

  ((((研研研研            究究究究        科科科科)))) 

 第４条  大学院に、次の研究科をおく。 

      一 文学研究科 

      二  食物栄養科学研究科 

 

  ((((学位を与える課程学位を与える課程学位を与える課程学位を与える課程)))) 

第５条  本大学院の課程は、修士課程と博士課程とする。 

  ２  修士課程は、広い視野にたって精深な学識を授け、専門分野における研究能力又は高度の

専門性を要する職業に必要な高度の能力を養うことを目的とする。 

  ３  博士課程は、専門分野について研究者として自立して活動を行い、又はその他の高度の専

門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを

目的とする。 

 

 ((((研究科及び専攻研究科及び専攻研究科及び専攻研究科及び専攻)))) 

第６条  第４条に規定する各研究科に次の専攻をおく。 

     一 文学研究科  歴史学専攻 

                    日本語・日本文学専攻 

                    文化財学専攻 

                  臨床心理学専攻 

     二 食物栄養科学研究科 食物栄養学専攻 

 ２ 前項の臨床心理学専攻及び食物栄養科学専攻は修士課程とする。 

  ３ 各研究科及び各専攻の教育目標等は別に定める。 
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        ((((学生定員学生定員学生定員学生定員)))) 

第７条  本学大学院の学生定員は、次のとおりとする。 

研   究   科 専      攻 

修 士課程・ 

博士前期課程 
博士後期課程 

入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

文学研究科 

  歴史学専攻    １０   ２０     ３    ９ 

  日本語・日本文学専攻    １０   ２０     ３    ９ 

  文化財学専攻    １０   ２０     ３    ９ 

  臨床心理学専攻    １０   ２０          

食物栄養科学研究科   食物栄養学専攻    １０   ２０           

計     ５０  １００     ９   ２７ 

 

第３節第３節第３節第３節            教職員組織教職員組織教職員組織教職員組織 

     

((((教職員組織教職員組織教職員組織教職員組織)))) 

第８条  本学大学院は、学長がその校務をつかさどり、所属職員を統督する。 

 

((((研究科長研究科長研究科長研究科長)))) 

第９条 研究科に、研究科長を置く。 

  ２ 研究科長は、研究科の校務をつかさどる。 

   

第 10 条 本学大学院の授業及び研究指導を担当する教員は、大学院設置基準に規定する資格要件

を満たす本学教授をもってあてる。ただし、必要があるときは、本学の准教授、講師又は助教

をもってあてることができる。 

  ２ 本学大学院に非常勤講師をおくことができる｡ 

  ３ 本学大学院の事務の処理は、本学事務局がこれを担当する。 

 

第４節第４節第４節第４節    大学院委員会大学院委員会大学院委員会大学院委員会 

 

        ((((大学院委員会大学院委員会大学院委員会大学院委員会)))) 

第 11 条  本学大学院に大学院委員会を置く。 

  ２ 大学院委員会は、次の委員をもって組織する。 

  一 大学院委員会委員長 

  二 研究科長 

  三 各専攻から選出された各１名の教授 

 ３ 大学院委員会委員長は、学長がこれにあたる。 

 ４ 大学院委員会に関する規程は、別に定める。 

 

                                  第５節第５節第５節第５節    研究科委員会研究科委員会研究科委員会研究科委員会 

 

        ((((研究科委員会研究科委員会研究科委員会研究科委員会)))) 

第 12 条  各研究科に研究科委員会を置く。 

  ２  研究科委員会は、研究科長及び当該研究科の専任教員をもって組織する。 

  ３  研究科委員会に関する規程は、別に定める。 

   

                            第６節第６節第６節第６節                学年、学期及び休業日学年、学期及び休業日学年、学期及び休業日学年、学期及び休業日 

 

        ((((学年学年学年学年)))) 

第 13 条  学年は４月１日に始まり、翌年３月３１日に終る。 
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  ((((学期学期学期学期)))) 

第 14条  学年を分けて、次の２学期とする。 

      前学期      ４月１日から９月３０日まで 

      後学期      １０月１日から翌年３月３１日まで 

 ２ 各学期の授業実施日等は、別に定める学年暦による。 

    
((((授業を行わない日授業を行わない日授業を行わない日授業を行わない日))))    

第15条  学年中の授業を行わない日（以下「休業日」という。）は、次のとおりとする。 
一 日曜日 
二 国民の祝日に関する法律(昭和23 年法律第178 号)に規定する休日 
三 春期休業日 
四 夏期休業日 
五 冬期休業日 

 ２ 前項第３号から第５号までの休業日の期間は、学年暦により定める。   
３  大学院委員長は、必要があると認めるときは、第 1 項に定める休業日のほかに臨時の休業

日を定め、又は第１項に定める休業日を授業実施日に変更することができる。 
 

 

                                 第２章第２章第２章第２章                通通通通                        則則則則 

 

                            第１節第１節第１節第１節                修業年限及び在学年限修業年限及び在学年限修業年限及び在学年限修業年限及び在学年限 

 

  ((((修業年限修業年限修業年限修業年限)))) 

第 16条  修士課程の標準修業年限は２年とする。 

  ２ 博士課程の標準修業年限は５年とし、これを前期２年の課程（以下「博士前期課程」とい

う。）及び後期３年の課程（以下「博士後期課程」という。）に区分し、博士前期課程はこ

れを修士課程として取扱う。 

 

((((在学年限在学年限在学年限在学年限)))) 

第 17条  修士課程及び博士前期課程にあっては４年、博士後期課程にあっては６年を超えて在学

することはできない。 

 

 

                            第２節第２節第２節第２節            入学、転入学、再入学入学、転入学、再入学入学、転入学、再入学入学、転入学、再入学 

 

        ((((入学時期入学時期入学時期入学時期)))) 

第 18条  入学の時期は、学年の始めとする。ただし、外国人留学生、帰国子女及び博士後期課程

入学者は、後学期の始めに入学することができる。 

 

 （入学資格）（入学資格）（入学資格）（入学資格） 

第 19条  本学大学院修士課程及び博士前期課程に入学を志願することのできる者は、次の各号の

一に該当する者とする。 

    一  大学を卒業した者 

    二  学校教育法第 68条の 2 第 4項の規定により学士の学位を授与された者 

    三  外国において学校教育における 16年の課程を修了した者 

    四  文部科学大臣の指定した者 

    五  その他本学大学院において大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者 

  ２  本学大学院博士後期課程に入学を志願することのできる者は、次の各号の一に該当する者

とする。 

    一  修士の学位を有する者 

    二  外国の大学において修士の学位に相当する学位を授与された者 

    三  文部科学大臣の指定した者 

    四  その他本学大学院において修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた

者 

 

        ((((入学の出願入学の出願入学の出願入学の出願)))) 
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第 20 条  入学を志願する者は、入学願書に所定の入学検定料及び別に定める書類を添えて願い出

なければならない。 

 

        ((((入学者の選考入学者の選考入学者の選考入学者の選考)))) 

第 21 条  前条の入学志願者については、学力試験、面接及び健康診断を行い、所定の調査書等を

総合して入学を許可する者を決定する。 

 

  ((((入学手続及び入学許可入学手続及び入学許可入学手続及び入学許可入学手続及び入学許可)))) 

第 22 条  前条の選考の結果に基づき、合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、誓約書及び

その他の必要書類と共に、所定の入学金を納入しなければならない。 

  ２  前項の入学手続を完了した者に大学院委員長は入学を許可する。 

 

        ((((転入学、再入学転入学、再入学転入学、再入学転入学、再入学)))) 

第 23 条  次の各号の一に該当する者で、本学大学院に転入学、再入学を志願する者があるときは、

欠員のある場合に限り、選考のうえ、入学を許可することがある。 

    一  修士の称号を有する者 

    二  他の大学院に在学する者で、転入学を志望する者 

    三  本学大学院において、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者 

    四  本学大学院を退学した者 

  ２  選考の方法は研究科委員会の議を経て、学長が決定する。 

  ３  前項の規定により入学を許可された者の、既に修得した授業科目及び単位数の取扱い並び

に在学すべき年数については、研究科委員会の議を経て、学長が決定する。 

 

                           第３節第３節第３節第３節                数育課程及び履修方法等数育課程及び履修方法等数育課程及び履修方法等数育課程及び履修方法等 

 

        ((((教育方法教育方法教育方法教育方法)))) 

第 24条  本学大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下「研究

指導」という。）によって行うものとする。 

 

  ((((授業科目授業科目授業科目授業科目)))) 

第 25条  文学研究科及び食物栄養科学研究科における専攻の授業科目及び単位数は、別表のとお

りとする。 

 

        ((((履修方法履修方法履修方法履修方法)))) 

第 26条  授業科目の履修方法は、別に定める。 

 

        ((((研究指導研究指導研究指導研究指導)))) 

第 27条  研究指導は、本学大学院の担当教員が行う。 

 

  ((((留学及び他の大学院における履修等留学及び他の大学院における履修等留学及び他の大学院における履修等留学及び他の大学院における履修等)))) 

第 28条  学生は、外国の大学院で学修することが、教育上有益であると研究科委員会において認

めるときは、当該大学院と協議のうえ、留学することを認めることができる。 

 

第 29条  学生は、他の大学院の授業科目を履修することが、教育上有益であると研究科委員会に

おいて認めるときは、当該大学院と協議のうえ、当該大学院の必要な授業科目を履修すること

を認めることがある。 

 

第 30 条  第 28条及び第 29条の規定により、留学又は他の大学院において履修する期間は、第 1

6条の期間に含める。 

  ２  前項の期間の学修成果は、10単位を限度として、本学大学院で修得した単位と認めること

ができる。 

 

（入学前の既修得単位）（入学前の既修得単位）（入学前の既修得単位）（入学前の既修得単位） 

第 31 条  本学大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が本学大学院に入学する前に大学院に

おいて履修した授業科目について修得した単位（科目等履修生として修得した単位を含む。）
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を、１０単位を越えない範囲で本学大学院に入学した後において、本学大学院における授業科

目の履修により修得したものとみなすことができる。 

 

((((長期にわたる教育課程の履修長期にわたる教育課程の履修長期にわたる教育課程の履修長期にわたる教育課程の履修))))    

第 31 条の 2 学生が、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわ

たり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、その計画

的な履修を認めることができる。 

２ 前項により計画的な履修を認められた者（ 以下「長期履修学生」という。） に係る修業

年限は、在学年限を超えることはできない。 

３ その他長期履修学生に関する事項は、別に定める。 

 

((((単位の認定単位の認定単位の認定単位の認定)))) 

第 32 条  単位の認定は、試験又は研究報告等によって行い、合格した科目については所定の単位

を与える。 

 

                        第４節第４節第４節第４節                休学、復学、退学、除籍、転学休学、復学、退学、除籍、転学休学、復学、退学、除籍、転学休学、復学、退学、除籍、転学 

 

  ((((休学休学休学休学)))) 

第 33 条  疾病その他止むを得ない理由のため、３カ月以上修学することができないときは、医師

の診断書その他事由を証明する書類を添えて大学院委員長の許可を受け、1 年以内休学するこ

とができる。ただし、特別な事情があるときは、その期間を２年まで延長することがある。 

  ２  休学の時期は、事由の発生した日時にかかわらず、次の学期の始めとする。 

  ３  疾病のため、修学することが適当でないと認められる者については、大学院委員長は休学

を命ずることができる。 

 

  ((((復学復学復学復学)))) 

第 34条  休学の期間中にその理由が消滅した場合は、保証人連署のうえ願い出、大学院委員長の

許可を得て復学することができる。 

  ２  復学の時期は、学年の前期及び後期の始めとする。 

 

  ((((退学退学退学退学)))) 

第 35条  疾病又はその他の事由によって退学しようとする者は、研究科長を経て大学院委員長の

許可を受けなければならない。 

 

  ((((除籍除籍除籍除籍)))) 

第 36条  次の各号の一該当する者は、学長が除籍する。 

    一  第 17条に定める在学年限を超えた者 

    二  第 33 条第 l項に定める休学期間を超えてなお修学できない者 

    三  授業料の納入を怠り、督促してもなお納入しない者 

    四  長期にわたり行方不明の者 

 

  ((((転学転学転学転学)))) 

第 37条  学生が、他の大学院に入学又は転学を志願するときは、予め研究科長を経て大学院委員

長の許可を受けなければならない。 

 

                           第５節第５節第５節第５節                修了の要件と学位の授与修了の要件と学位の授与修了の要件と学位の授与修了の要件と学位の授与 

 

  ((((修修修修了要件了要件了要件了要件)))) 

第 38条  修士課程又は博士前期課程の修了要件は、当該課程に２年以上在学し、専攻の授業科目

について所定の単位を修得し、かつ必要な研究指導を受けた上、修士の学位論文の審査及び最

終試験に合格した者をもってその課程を修了したものとする。 

  ２  博士課程の修了要件は、本学大学院に５年（修士課程又は博士前期課程を修了した者にあ

っては、当該課程における２年の在学期間を含む。）以上在学し、所定の単位を修得し、か

つ必要な研究指導を受けた上、博士の学位論文の審査及び最終試験に合格した者をもつて、

その課程を修了したものとする。ただし、在学期間に関しては、特に優れた研究業績を上げ
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た者については、研究科委員会が認めた場合に限り、大学院に３年（修士課程又は博士前期

課程を修了した者にあっては、当該課程における２年の在学期間を含む。）以上在学すれば

足りるものとする。 

 

  ((((学位論文の審査等学位論文の審査等学位論文の審査等学位論文の審査等)))) 

第 39条  学位論文の審査等については、別に定める。 

  ２  研究科は、必要があるときは、学位論文の審査について他の大学院等の教員等の協力を求

めることができる。 

  ３  研究科は、その目的に応じて適当と認めるときは、特定の課題についての研究の成果の審

査をもって学位論文の審査に代えることができる。 

 

        ((((最終試験最終試験最終試験最終試験)))) 

第 40 条  最終試験は、所定の単位を修得し、かつ、学位論文の審査に合格した者について行う。 

  ２  最終試験に関し必要な事項は、別に定める。 

 

  ((((学位の授与学位の授与学位の授与学位の授与)))) 

第 41 条  第 38条の規定により修士課程を修了した者には、修士の学位、博士課程を修了した者

には、博士の学位を授与する。 

  ２  本学大学院の博士課程を修了することなく、博士の学位を得ようとする者が、本学大学院

の博士論文の審査に合格し、かつ本学大学院博士課程を修了した者と同等の学力があると認

められた場合には、博士の学位を授与する。 

  ３  授与する学位の名称は、次のとおりとする。 

            文学研究科          修士（文学） 

                                博士（文学） 

            食物栄養科学研究科  修士（栄養学） 

 

 

                               第６節第６節第６節第６節                    免免免免 許許許許 状状状状・資・資・資・資    格格格格 

 

  ((((教員の免許状授与の所要資格の取得教員の免許状授与の所要資格の取得教員の免許状授与の所要資格の取得教員の免許状授与の所要資格の取得)))) 

第 42 条  本学大学院において教育職員免許法に定める中学校教諭、高等学校教諭、栄養教諭の専

修免許状を取得しようとする者は、それぞれ中学校教諭一種免許状、高等学校教諭一種免許状、

栄養教諭一種免許状の所要資格を有し、教育職員免許法及び同法施行規則に定める所定の単位

を修得しなければならない。 

  ２  前項で取得できる教育職員免許状は、次のとおりである。 

専 攻 名 免許状の種類 教科名 

 歴史学専攻 

  中学校教諭専修免許状  社 会 

  高等学校教諭専修免許状  地理歴史 

 日本語・日本文学専攻 

  中学校教諭専修免許状 

 国  語 

  高等学校教諭専修免許状 

 文化財学専攻 

  中学校教諭専修免許状  社 会・美 術 

  高等学校教諭専修免許状  地理歴史・美術 

 臨床心理学専攻   高等学校教諭専修免許状  公 民 

食物栄養学専攻   栄養教諭専修免許状 － 

  ３  教職課程履修に関する規程は、別に定める｡ 
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（資格の取得）（資格の取得）（資格の取得）（資格の取得）    

第 42 条の 2 本学大学院において公認心理師国家試験受験資格を取得しようとする者は、公認心

理師法施行規則第２条で定められた公認心理師となるために必要な科目を修め、大学院の課程

を修了し、修士の学位を取得しなければならない。なお、公認心理師国家試験受験資格取得に

関する規則は、別に定める。 

                              

 

第７節第７節第７節第７節                        賞賞賞賞                罰罰罰罰 

 

  ((((表表表表        彰彰彰彰)))) 

第 43 条  学業性行の優良な者又は学生の模範となるべき者があるときは、学長がこれを表彰する

ことがある。 

 

  ((((懲懲懲懲        戒戒戒戒)))) 
第44条 本学大学院の学則及び訓育の趣旨に違背し、又は学生心得に背く者は、その軽重にした

がい、学長がこれを懲戒することがある。 
２ 前項の懲戒の種類は、退学、停学、謹慎及び訓告とする。  
３ 前項の退学は､ 次の各号の一に該当する者に対して行う｡  

一 性行不良にして改善の見込がないと認められる者 
二 正当な理由なくて､ 出席常でない者 
三 懲戒を重ねても反省しない者､ または本学の秩序を乱した者 

 ４ 懲戒に関する規程は別に定める。 
 

                                 第８節第８節第８節第８節                        厚生保健厚生保健厚生保健厚生保健 

 

  ((((医療施設医療施設医療施設医療施設)))) 

第 45条  医療施設は大学と共用し、学生の保健管理にあたる。 

 

  ((((学生寮学生寮学生寮学生寮)))) 

第 46条  本学に学生寮を置く。 

  ２  学生寮に関する規則は、別に定める。 

 

                                 第９節第９節第９節第９節            研究施設研究施設研究施設研究施設 

 

  ((((研究施設研究施設研究施設研究施設)))) 

第 47条  本学大学院生は、研究達成のため、本学の施設設備を利用することができる。 

  ２  本学大学院に、院生研究室その他の研究施設を設ける。 

 

          第第第第 10101010 節節節節        科目等履修生、特別聴講学生、研究生、委託生及び外国人留学生科目等履修生、特別聴講学生、研究生、委託生及び外国人留学生科目等履修生、特別聴講学生、研究生、委託生及び外国人留学生科目等履修生、特別聴講学生、研究生、委託生及び外国人留学生 

 

  ((((科目等履修生科目等履修生科目等履修生科目等履修生)))) 

第 48条  一般社会人等で、本学大学院の一又は複数の授業科目についてこれを履修し、単位の修

得を希望する者があるときは、研究科委員会で選考の上、科目等履修生として許可することが

ある。 

  ２  科目等履修生が、その履修した授業科目について試験を受け合格した場合は単位を与える。 

 

        ((((特別聴講学生特別聴講学生特別聴講学生特別聴講学生)))) 

第 49条  他大学院学生で、特定の授業科目について聴講を希望するものがあるときは、大学院相

互の協議の上、特別聴講学生として許可することがある。 

  ２  特別聴講学生には、その履修した授業科目について試験を受け合格した場合、単位を与え

る。 

 

  ((((研究生研究生研究生研究生)))) 

第 50 条  研究科において特定事項について研究しようとする者があるときは、選考の上、研究生

として入学を許可することがある。 
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  ((((委託生委託生委託生委託生)))) 

第 51 条  公共団体又はその他の機関から、本学大学院の特定科目について修学を委託されたとき

は、当該研究科委員会で選考の上、委託生として許可することがある。 

 

  ((((外国人留学生外国人留学生外国人留学生外国人留学生)))) 

第 52 条  外国人で本学大学院において教育を受ける目的をもって入国し、本学大学院に入学を志

願する者があるときは、選考の上外国人留学生として入学を許可することがある。 

 

   ((((細細細細    則則則則)))) 

第 53 条  本章の運用にあたっては、別に規程を定める。 

 

               第第第第 11111111 節節節節                入学検定料、入学金、授業料及びその他の諸納入金入学検定料、入学金、授業料及びその他の諸納入金入学検定料、入学金、授業料及びその他の諸納入金入学検定料、入学金、授業料及びその他の諸納入金 

 

        ((((授業料等授業料等授業料等授業料等)))) 

第 54条   学生は本学所定の授業料その他の諸納入金（以下「納入金」という。）を所定の期日

までに納入しなければならない。 

  ２  本学大学院博士前期課程を修了し、引き続き博士後期課程に入学を志願する者については、

 入学検定料を徴収しない。 

  ３  本学大学院博士前期課程を修了し、引き続き博士後期課程に入学を志願する者については、

入学金を徴収しない。 

 

        ((((納入金の額納入金の額納入金の額納入金の額)))) 

第 55条   納入金の額は、次のとおりとする。 

      文学研究科 

            歴史学専攻  博士前期課程 

   入学検定料      30,000     円 

   入   学   金     150,000     円 

   授   業   料     400,000     円 

   教育研究料     200,000     円 

 

            日本語・日本文学専攻  博士前期課程 

   入学検定料      30,000     円 

   入   学   金     150,000     円 

   授   業   料     400,000     円 

   教育研究料     200,000     円 

 

            文化財学専攻  博士前期課程 

   入学検定料      30,000     円 

   入   学   金     150,000     円 

   授   業   料     400,000     円 

   教育研究料     200,000     円 

 

            臨床心理学専攻  修士課程 

   入学検定料      30,000     円 

   入   学   金     150,000     円 

   授   業   料     400,000     円 

   教育研究料     200,000     円 

 

            歴史学専攻  博士後期課程 

   入学検定料      30,000     円 

   入   学   金     150,000     円 

   授   業   料     400,000     円 

   教育研究料     200,000     円 
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            日本語・日本文学専攻  博士後期課程 

   入学検定料      30,000     円 

   入   学   金     150,000     円 

   授   業   料     400,000     円 

   教育研究料     200,000     円 

 

            文化財学専攻  博士後期課程 

   入学検定料      30,000     円 

   入   学   金     150,000     円 

   授   業   料     400,000     円 

   教育研究料     200,000     円 

 

    食物栄養科学研究科 

      食物栄養学専攻 修士課程 

   入学検定料      30,000     円 

   入   学   金     150,000     円 

   授   業   料     400,000     円 

   教育研究料     400,000     円 

 

２ 既に納付した納入金は返還しない。 

 

  ((((分分分分            納納納納)))) 

第 56条  授業料は、年額の 2 分の lに相当する額を、次の 2 期に分けて納入することができる。 

              前期( 4月から 9月まで)         納期４月２０日まで 

              後期(10 月から翌年 3 月まで)     納期９月３０日まで 

 

  ((((退学、除籍、転学、停学期間の授業料退学、除籍、転学、停学期間の授業料退学、除籍、転学、停学期間の授業料退学、除籍、転学、停学期間の授業料)))) 

第 57条  退学(懲戒による退学を含む)、除籍、転学の場合、及び停学期間中であても、その期に

属する所定の授業料を徴収する。 

 

  ((((休学期間の授業料休学期間の授業料休学期間の授業料休学期間の授業料)))) 

第 58条  休学期間中の授業料及び教育研究料は、免除する。 

 

  ((((修了延期者の納入金修了延期者の納入金修了延期者の納入金修了延期者の納入金)))) 

第59条  修了を延期する学生は、新2年次学生の納入すべき所定の納入金を納入するものとする。 

  ２  修了を延期する学生は、延期しようとする年次の前年度の３月３１日までに所定の納入金

を納入するものとする。 納入しないときは、研究科委員会の議を経て除籍することがある。 

 

((((長期履修学生、科目等履修生等の納入金長期履修学生、科目等履修生等の納入金長期履修学生、科目等履修生等の納入金長期履修学生、科目等履修生等の納入金) ) ) )     

第 60 条 長期履修学生並びに科目等履修生、特別聴講学生、研究生及び委託生の入学検定料、授

業料等の諸納入金については、別に定める。 

 

 

 

   附則 

    １．この学則は、平成９年４月１日から施行する。 

   附則 

    １．この学則は、平成１０年４月１日から施行する。 

   附則 

    １．この学則は、平成１１年４月１日から施行する。 

   附則                                              

    １．この学則は、平成１２年４月１日から施行する。 

   附則                                              
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    １．この学則は、平成１３年４月１日から施行する。 

   附則                                              

    １．この学則は、平成１４年４月１日から施行する。 

   附則                                              

    １．この学則は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附則                                              

    １．この学則は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附則                                              

    １．この学則は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附則                                              

    １．この学則は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附則                                              

    １．この学則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附則                                              

    １．この学則は、平成２１年４月１日から施行する。 

附則                                              

    １．この学則は、平成２２年４月１日から施行する。 

附則                                              

    １．この学則は、平成２３年４月１日から施行する。 

附則 

１．この学則は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、学則の施行日前に在籍する者

は、なお従前の例による。 

２．改正後の第３１条の２に規定する長期履修については、平成２５年度入学者から適用す

る。 

附則 

１．この学則は、平成２７年４月１日から施行する。 

附則 

１．この学則は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ この学則の施行日前に在籍する者は、なお従前の例による。ただし、第５８条（休学期

間中の授業料については、学則の施行日前に在籍する者にも適用する。 

附 則 

１．この学則は、平成３０年４月１日から施行する。 
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[別表] (学則第２５条)  

 文学研究科 歴史学専攻 博士前期課程 

授 業 科 目 
単位数 

備   考 
必修 選択 自由 

特

殊

研

究 

日本史研究ⅠＡ（日本古代・中世史） 

日本史研究ⅠＢ（日本古代・中世史） 

日本史研究ⅡＡ（日本近世史） 

日本史研究ⅡＢ（日本近世史） 

日本史研究ⅢＡ（考古学） 

日本史研究ⅢＢ（考古学） 

日本史研究ⅣＡ（日本近現代史） 

日本史研究ⅣＢ（日本近現代史） 

西洋史研究ⅠＡ（西洋古代史） 

西洋史研究ⅠＢ（西洋古代史） 

西洋史研究ⅡＡ（西洋中世史） 

西洋史研究ⅡＢ（西洋中世史） 

西洋史研究ⅢＡ（西洋近現代史） 

西洋史研究ⅢＢ（西洋近現代史） 

東洋史研究ⅠＡ（東アジア交流史） 

東洋史研究ⅠＢ（東アジア交流史） 

東洋史研究ⅡＡ（イスラム地域史） 

東洋史研究ⅡＢ（イスラム地域史） 

東洋史研究ⅢＡ（宋代史） 

東洋史研究ⅢＢ（宋代史） 

 ２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

  

修了要件 

 

 ２年以上在学し、所定の

授業科目について３２単

位以上を修得し、かつ研究

指導を受け、修士論文の審

査及び最終試験に合格し

なければならない。ただし

、修士論文提出には、１年

次修了時で、２０単位以上

修得していること。 

・特殊研究は、Ａ、Ｂ併せ

て１科目として、２科目

８単位以上を修得す

ること。 

・演習は、同一科目８単位

以上を２年間にわたっ

て履修すること。ただし

社会人入学の場合に限

って１年次で同一分野

の２つの演習を修得し

８単位とすることがで

きる。 

・テーマ研究は、４科目８

単位以上を修得するこ

と。 

 

演 

 

習 

日本史演習Ⅰ（日本古代・中世史） 

日本史演習Ⅱ（日本近世史） 

西洋史演習Ⅰ（西洋古代史） 

西洋史演習Ⅱ（西洋中世史） 

西洋史演習Ⅲ（西洋近現代史） 

東洋史演習Ⅰ（東アジア交流史） 

東洋史演習Ⅱ（イスラム地域史） 

東洋史演習Ⅲ（宋代史） 

アーカイブズ学演習Ⅰ 

 ８ 

８ 

８ 

８ 

８ 

８ 

８ 

８ 

８ 
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テ
ー

マ
研

究
 

社会史研究ⅠＡ（文化論） 

社会史研究ⅠＢ（文化論） 

社会史研究ⅡＡ（宗教及び宗教建造物） 

社会史研究ⅡＢ（宗教及び宗教建造物） 

社会史研究ⅢＡ（村落論） 

社会史研究ⅢＢ（村落論） 

社会史研究ⅣＡ（宗教と社会） 

社会史研究ⅣＢ（宗教と社会） 

社会史研究ⅤＡ（地域と社会） 

社会史研究ⅤＢ（地域と社会） 

史料学研究ⅠＡ 

史料学研究ⅠＢ 

アーカイブズ研究ⅠＡ 

アーカイブズ研究ⅠＢ 

アーカイブズ研究ⅡＡ 

アーカイブズ研究ⅡB 

比較政治史研究Ａ 

比較政治史研究Ｂ 

異文化交流研究Ａ 

異文化交流研究Ｂ 

 ２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

  

 

 [別表] (学則第２５条)  

 文学研究科 歴史学専攻 博士後期課程 

授 業 科 目 
単位数 

備   考 
必修 選択 自由 

特

殊

研

究 

日本史研究Ⅰ 

日本史研究Ⅱ 

日本史研究Ⅲ 

東洋史研究Ⅰ 

東洋史研究Ⅱ 

東洋史研究Ⅲ 

西洋史研究Ⅰ 

西洋史研究Ⅱ 

 １２ 

１２ 

１２ 

１２ 

１２ 

１２ 

１２ 

１２ 

 修了要件 

 

 ３年以上在学し、所定

の授業科目について１２

単位以上を修得し、かつ

研究指導を受け、博士の

学位論文の審査及び最

終試験に合格しなけれ

ばならない。 
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 [別表] (学則第２５条)  

 文学研究科 日本語・日本文学専攻 博士前期課程 

授 業 科 目 
単位数 

備   考 
必修 選択 自由 

日 

 

本 

 

文 

 

学 

日本文学論Ａ 
日本文学論Ｂ 
日本文学特殊研究ⅠＡ（古典Ⅰ） 
日本文学特殊研究ⅠＢ（古典Ⅰ） 
日本文学特殊研究ⅡＡ（古典Ⅱ） 
日本文学特殊研究ⅡＢ（古典Ⅱ） 
日本文学特殊研究ⅢＡ（近現代Ⅰ） 
日本文学特殊研究ⅢＢ（近現代Ⅰ） 
日本文学特殊研究ⅣＡ（近現代Ⅱ） 
日本文学特殊研究ⅣＢ（近現代Ⅱ） 
日本文学特殊研究ⅤＡ（比較文学） 
日本文学特殊研究ⅤＢ（比較文学） 
比較文化研究Ａ 
比較文化研究Ｂ 
日本文化論Ａ 
日本文化論Ｂ 
地域文学研究 
異文化交流研究 

 ２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 

 修了要件 

 

 ２年以上在学し、所定の

授業科目について３２単位

以上を修得し、かつ研究指

導を受け、修士論文の審査

及び最終試験に合格しなけ

ればならない。ただし、修

士論文提出には、１年次修

了時で、２０単位以上修得

していること。 

・日本文学・日本語学（演

習を除く）からＡ、Ｂ併

せて１科目として３科

目１２単位以上を修得す

ること。 

・演習は同一科目８単位以

上を２年間にわたって

履修すること。ただし社

会人入学の場合に限って

１年次で同一分野の２つ

の演習を修得し８単位と

することができる。 

日本文学演習Ⅰ（古典Ⅰ） 
日本文学演習Ⅱ（古典Ⅱ） 
日本文学演習Ⅲ（近現代Ⅰ） 
日本文学演習Ⅳ（近現代Ⅱ） 
日本文学演習Ⅴ（比較文学） 

 ８ 
８ 
８ 
８ 
８ 

 

日

本

語

学 

日本語学論Ａ（日本社会言語学） 
日本語学論Ｂ（日本社会言語学） 
日本語学史Ａ 
日本語学史Ｂ 
日本語学特殊研究ⅠＡ 
日本語学特殊研究ⅠＢ 
日本語学特殊研究ⅡＡ 
日本語学特殊研究ⅡＢ 
コミュニケーション論Ａ 
コミュニケーション論Ｂ 
社会言語学研究Ａ 
社会言語学研究Ｂ 

 

２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 
２ 

 

日本語学演習 
社会言語学演習 

 ８ 
８ 

 

 

 [別表] (学則第２５条)  

 文学研究科 日本語・日本文学専攻 博士後期課程 

授 業 科 目 
単位数 

備   考 
必修 選択 自由 

特

殊

研

究 

日本文学研究Ⅰ（上代） 

日本文学研究Ⅱ（中古） 

日本文学研究Ⅲ（中古・中世） 

日本文学研究Ⅳ（近世） 

日本文学研究Ⅴ（近世） 

日本文学研究Ⅵ（近代） 

日本文学研究Ⅶ（現代） 

日本語学研究Ⅰ 

日本語学研究Ⅱ 

社会言語学研究 

 １２ 

１２ 

１２ 

１２ 

１２ 

１２ 

１２ 

１２ 

１２ 

１２ 

 修了要件 

 

 ３年以上在学し、所定の

授業科目について１２単位

以上を修得し、かつ研究指

導を受け、博士の学位論文

の審査及び最終試験に

合格しなければならな

い。 
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[別表] (学則第２５条)  

 文学研究科 文化財学専攻 博士前期課程 

授 業 科 目 
単位数 

備   考 
必修 選択 自由 

特

殊

研

究 

考古学研究ⅠＡ 

考古学研究ⅠＢ 

考古学研究ⅡＡ 

考古学研究ⅡＢ 

考古学研究ⅢＡ 

考古学研究ⅢＢ 

日本史学研究ⅠＡ 

日本史学研究ⅠＢ 

日本史学研究Ⅱ 

民俗学研究Ａ 

民俗学研究Ｂ 

文化財保存科学研究ⅠＡ 

文化財保存科学研究ⅠＢ 

文化財保存修復研究ⅠＡ 

文化財保存修復研究ⅠＢ 

文化財保存修復研究ⅡＡ 

文化財保存修復研究ⅡＢ 

美術工芸研究Ａ 

美術工芸研究Ｂ 

美術史学研究ⅠＡ 

美術史学研究ⅠＢ 

美術史学研究ⅡＡ 

美術史学研究ⅡＢ 

地理学研究Ａ 

地理学研究Ｂ 

 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

 修了要件 

 

 ２年以上在学し、所定

の授業科目について３２

単位以上を修得し、かつ

研究指導を受け、修士論

文の審査及び最終試験に

合格しなければならない

。ただし、修士論文提出

には、１年次修了時で、

２０単位以上修得してい

ること。 

・特殊研究は、Ａ、Ｂ併

せて１科目として、２

科目８単位以上を修得

すること。 

・演習は同一科目８単位

以上を２年間にわたっ

て履修すること。ただ

し社会人入学の場合に

限って１年次で同一分

野の２つの演 

習を修得し８単位とす

ることができる。 

・テーマ研究は、４科目

８単位以上を修得する

こと。 

演

 

 

習 

考古学演習位置 

考古学演習Ⅱ 

考古学演習Ⅲ 

日本史学演習 

民俗学演習 

文化財保存科学演習 

文化財保存修復演習 

美術史学演習Ⅰ 

美術史学演習Ⅱ 

地理学演習 

 ８ 

８ 

８ 

８ 

８ 

８ 

８ 

８ 

８ 

８ 
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テ
ー

マ
研

究
 

文化財学研究ⅠＡ（遺跡調査論） 

文化財学研究ⅠＢ（遺跡調査） 

文化財学研究ⅡＡ（村落遺跡調査論） 

文化財学研究ⅡＢ（村落遺跡調査論） 

文化財学研究ⅢＡ（文化財行政学） 

文化財学研究ⅢＢ（文化財の保存と活用） 

文化財学研究ⅣＡ（古典絵画調査論） 

文化財学研究ⅣＢ（古典絵画調査論） 

文化財学研究ⅤＡ（古典彫刻調査論） 

文化財学研究ⅤＢ（古典彫刻調査論） 

文化財学研究ⅥＡ（文化財保存調査論） 

文化財学研究ⅥＢ（文化財保存調査論） 

文化財学研究Ⅶ（文化財保存修復研修） 

文化財資料論ⅠＡ（考古資料論） 

文化財資料論ⅠＢ（考古資料論） 

文化財資料論ⅡＡ（美術工芸資料論） 

文化財資料論ⅡＢ（美術工芸資料論） 

文化財資料論ⅢＡ（文献史料論） 

文化財資料論ⅢＢ（文献史料論） 

文化財資料論ⅣＡ（東洋絵画資料論） 

文化財資料論ⅣＢ（東洋絵画資料論） 

文化財資料論ⅤＡ（美術史資料論） 

文化財資料論ⅣＢ（美術史資料論） 

 

 

 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

  

 

 

 [別表] (学則第２５条)  

 文学研究科 文化財学専攻 博士後期課程 

授 業 科 目 
単位数 

備   考 
必修 選択 自由 

特

殊

研

究 

考古学研究Ⅰ 

考古学研究Ⅱ 

考古学研究Ⅲ 

日本史学研究Ⅰ 

日本史学研究Ⅱ 

民俗学研究 

美術史学研究Ⅰ 

美術史学研究Ⅱ 

美術工芸研究Ⅰ 

美術工芸研究Ⅱ 

地理学研究 

 １２ 

１２ 

１２ 

１２ 

１２ 

１２ 

１２ 

１２ 

１２ 

１２ 

１２ 

 修了要件 

 

 ３年以上在学し、所定

の授業科目について１２

単位以上を修得し、かつ

研究指導を受け、博士の

学位論文の審査及び最終

試験に合格しなければ

ならない。 
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[別表] (学則第２５条)  

 文学研究科 臨床心理学専攻 修士課程 

授 業 科 目 
単位数 

備   考 
必修 選択 自由 

臨床心理学特論Ⅰ 

臨床心理学特論Ⅱ 

心理支援に関する理論と実践（臨床心理面接特

論Ⅰ） 

臨床心理面接特論Ⅱ 

心理的アセスメントに関する理論と実践（臨床

心理査定演習Ⅰ） 

臨床心理査定演習Ⅱ 

臨床心理基礎実習 

心理臨床学演習Ⅰ 

心理臨床学演習Ⅱ 

臨床心理実習 

心理実践実習Ⅰ 

心理実践実習Ⅱ 

２ 

２ 

２ 

 

２ 

２ 

 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

６ 

６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 修了要件 

 

 ２年以上在学し、所定

の授業科目について３２

単位以上を修得し、かつ

研究指導を受け、修士論

文の審査及び最終試験に

合格しなければならな

い。ただし、修士論文

提出には、１年次修了

時で、２０単位以上修

得していること。 

・Ａ群～Ｅ群の中から

計１０単位以上修得

すること。 

  

A群 心理学研究法特論 

臨床心理学研究法特論 

心理統計法特論 

 ２ 

２ 

２ 

 

Ｂ群 家族関係・集団・地域社会における心

理支援に関する理論と実践Ⅰ（人格心

理学特論） 

福祉分野に関する理論と支援の展開Ⅰ

（発達心理学特論） 

教育分野に関する理論と支援の展開 

 ２ 

 

 

２ 

 

２ 

 

Ｃ群 家族関係・集団・地域社会における心

理支援に関する理論と実践Ⅱ（家族心

理学特論） 

司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開

（司法臨床心理学特論） 

臨床心理関連行政論 

福祉分野に関する理論と支援の展開Ⅱ

（地域福祉学特論） 

産業・労働分野に関する理論と支援の

展開 

 ２ 

 

 

２ 

 

２ 

２ 

 

２ 

 

Ｄ群 保健医療分野に関する理論と支援の展

開Ⅰ（精神医学特論） 

福祉分野に関する理論と支援の展開Ⅲ

（障害児(者)心理学特論） 

保健医療分野に関する理論と支援の展

開Ⅱ（心身医学特論） 

心の健康教育に関する理論と実践  

 ２ 

 

２ 

 

２ 

 

２ 

 

Ｅ群 グループアプローチ特論 

非行心理学特論 

 ２ 

２ 
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［別表］（学則第２５条） 

  食物栄養科学研究科  食物栄養学専攻  修士課程 

授    業    科    目 

単  位  数 
         備      考 

 
必修 選択 自由 

食品栄養科学領域    修了要件 

２年以上在学し､｢食品栄養科

学領域｣､｢基礎栄養科学領域｣､

｢実践栄養科学領域｣、「発酵食品

科学領域」の各領域のうち、自ら

選択した研究領域からは６単位

以上、その他の２つ以上の領域か

らは８単位以上を選択し、計１４

単位以上を履修する。 

 また、｢領域共通科目｣から４単位を

選択し､｢テーマ研究｣１４単位ととも

に１８単位を必修とする。修了時は合

計３２単位以上修得し､かつ修士論文

の審査及び最終試験に合格しなければ

ならない。 

 ただし､修士論文提出には､１年次

修了時で､１８単位以上修得してい

ることが必要である｡ 

 

 

 

 

食品学特論Ⅰ（食品機能化学） 

食品学特論Ⅱ（食品調理科学） 

食品加工学特論 

食品保蔵科学特論 

 

 ２ 

２ 

２ 

２ 

 

 

基礎栄養科学領域     

 栄養生化学特論Ⅰ（代謝栄養学） 

栄養生化学特論Ⅱ（分子栄養学） 

栄養生理学特論 

栄養免疫学特論 

 ２ 

２ 

２ 

２ 

 

実践栄養科学領域    

 栄養診断学特論 

応用栄養学特論 

臨床栄養学特論Ⅰ（病態栄養学） 

臨床栄養学特論Ⅱ（病態栄養管理学） 

健康増進科学特論 

公衆栄養学特論 

 ２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 

 

発酵食品科学領域    

 バイオテクノロジー特論 

微生物学特論 

発酵醸造学特論 

タンパク質化学特論 

 

 ２ 

２ 

２ 

２ 

 

領域共通科目     

 栄養科学特論Ⅰ（栄養学研究法） 
栄養科学特論Ⅱ（栄養管理学研究法） 

生命科学特論 

分子生物学特論 
食香粧化学特論 

 

２ 
２ 

２ 

２ 

２ 

 

 
 

 

テーマ研究（修士論文）    

 栄養科学特別研究  

栄養科学特別演習 

１２ 

２ 

  

 


